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１．計画の基本的事項 

(1) 計画の基本的な考え方 

① 計画の基本的な考え方 
 

いわゆる「団塊の世代」が全て７５歳以上となる令和７年に向けて、急増していく医

療需要に対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたって持続的に受けられる

ようにするためには、現状の千葉県の医療提供体制のままでは十分ではないと見込まれ

る。 

さらに疾病構造の変化、在宅療養を可能にする医療技術の進歩を背景に、医療や介護

が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた自宅や地域の中で質の高い療養生活を

送りたいという県民のニーズが増大している。 

また、住み慣れた地域で継続して日常生活を営むためには、介護サービス提供体制の

整備に加え、質の高い介護従事者の継続的な確保定着を図る必要がある。 

こうした中、平成２８年３月に、地域の医療提供体制の将来の目指すべき姿である 

「地域医療構想」を保健医療計画の一部として策定した。さらに平成３０年度からの 

保健医療計画では、地域医療構想の実現に向けた具体的な実行計画として必要な取組を

盛り込んでいる。保健医療計画と高齢者保健福祉計画を踏まえつつ、令和７年を見据え、

医療・介護従事者の確保等に努め、限られた医療・介護資源を有効に活用し、高齢者を

はじめとする、全ての県民が、地域において安心で質の高い医療・介護サービスが受け

られ、最期まで自分らしく生きられる千葉県を目指して、取組を推進する。 
 

② 現状の分析・課題 
 

ア 増加する医療・介護需要 

今後、本県の総人口は緩やかな減少を続け、令和７年には６１１万８千人に減少  

する一方、６５歳以上高齢者人口は１７９万１千人に達すると見込まれている。特に、

７５歳以上高齢者人口の増加が顕著で、令和７年には平成２７年の約１．５倍の１０

７万２千人になることが見込まれている。 

またこれにより、高齢化率は上昇を続け、令和７年には２９．３％、令和１７年に

は３２．２％と約３人に１人が６５歳以上高齢者となり、令和２２年には本県の高齢

化率が全国平均と同程度になると見込まれている。 

本県における入院患者数では、平成２５年度の３万３千人から令和７年には４万２

千人、さらには令和１２年には４万５千人に増加し、令和１７年にピークを迎えるこ

とが見込まれている。特に７５歳以上の患者の増加等が大きいことが見込まれる。 

在宅医療等の利用見込み者数は、令和７年には７万８千人になると見込まれており、

そのうち訪問診療のニーズは平成２５年度の１．８倍以上になると見込まれている。 

また、本県における要介護等認定者数は、平成２９年度の２６万４千人から、令和

７年度には３４万８千人まで増加すると見込まれている。特に、要介護４及び５のい

わゆる重度者は、平成２９年度の５万６千人から令和７年度には７万３千人に増加す
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ると見込まれている。さらに、本県における認知症高齢者は、令和２年の約３０万人

から、令和２２年には約４６万人に増加すると推計されている。 

このように今後急増していく医療・介護需要に対応し、高齢者が病状や介護度に  

応じて適切な医療・介護を将来にわたって持続的に受けられるようにするためには、

医療機能の分化・連携を推進することにより、医療資源を有効に活用し、より質の  

高い医療・介護提供体制を実現するとともに、在宅等住み慣れた地域の中で患者等の

生活を支える地域包括ケアシステムを早急に構築していく必要がある。 

 

【千葉県の人口及び高齢化率の推移】表① 

 

 総人口 
高齢者人口 

高齢化率 
65 歳以上 65～74 歳 75 歳以上 

平成 12 年（2000 年） 5,926 837 516( 8.7%) 321( 5.4%) 14.1% 

平成 17 年（2005 年） 6,056 1,060 632(10.5%) 429( 7.1%) 17.6% 

平成 22 年（2010 年） 6,216 1,320 766(12.5%) 554( 9.0%) 21.5% 

平成 27 年（2015 年） 6,223 1,584 889(14.5%) 696(11.4%) 25.9% 

令和 2年（2020 年） 6,321 1,709 852(13.5%) 857(13.6%) 27.0% 

令和 7年（2025 年） 6,118 1,791 718(11.7%) 1,072(17.5%) 29.3% 

令和 12 年（2030 年） 5,986 1,819 693(11.6%) 1,126(18.8%) 30.4% 

令和 17 年（2035 年) 5,823 1,875 780(13.4%) 1,095(18.8%) 32.2% 

令和 22 年（2040 年） 5,646 1,973 889(15.7%) 1,085(19.2%) 35.0% 

※平成 27 年(2015 年)以前は総務省統計局「国勢調査結果」による実績値。令和 2 年(2020 年)は千葉
県年齢別・町丁字別人口(令和 2 年度）による実績値。令和 7 年(2025 年)～令和 22 年(2040 年)は国
立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年 3 月推計)」による推計値。高
齢化率は、年齢不詳を除く総人口に占める割合。四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。                     

 

 

 

（単位：千人） 



3 
 

【千葉県の推計入院患者数】表② 

 

 

【千葉県の在宅医療等にかかる推計患者数】表③ 

 
※ 「地域医療構想策定支援ツール」（厚生労働省）により推計。 

推計条件：患者住所地ベース、パターンＢ（安房医療圏のみパターンＣ） 
訪問診療患者数は全体の内数であり、平成 25 年度時点の訪問診療に係る地域別・性別・ 
年齢階級別受療率がその後も変化しないと仮定した場合の推計患者数（参考値）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「在宅医療等」 

地域医療構想策定ガイドラインでは、在宅医療等とは、「居宅、特別養護老人 
ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、

その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・

診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応 
可能な患者の受け皿となることも想定」するとしている。 

平成 25 年度        令和 7 年         令和 12 年         令和 17 年        令和 22 年 

平成 25 年度        令和 7 年          令和 12 年         令和 17 年        令和 22 年 
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【千葉県の要介護等認定者数の状況と将来推計】表④ 

 
※  平成 20 年度（2008 年度）～平成 29 年度（2017 年度）は介護保険事業状況報告（年報）による。 

令和 2 年度（2020 年度）は市町村の見込の合計による。 
令和 5 年度（2023 年度）、令和 7 年度（2025 年度）、令和 22 年度（2040 年度）は、市町村の推計

値の合計による。 
 

【千葉県の認知症高齢者の将来推計】表⑤ 

 

※ 令和 2 年の人口は、千葉県町丁別人口統計（令和 2 年 4 月 1 日現在）による実績値 
※ 令和 7 年以降の人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2018 年 3 月推
計）による推計値 

※ 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働省科学研究費補
助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による認知症有病率（「認知症施策推進総合戦略（新オレンジ
プラン）厚生労働省老健局平成 27 年 1 月より」）に本県の高齢者数を乗じて推計 

 

イ 医療機能の充実強化 

地域医療構想で定めた「令和７年（２０２５年）における必要病床数」と「令和３

年度病床機能報告」との比較では、高度急性期機能、回復期機能及び慢性期機能にか

かる病床が不足している医療圏があり、特に、回復期機能については全ての医療圏に

おいて不足している。 
また、救急医療の需要は増加傾向にあり、今後も急速な高齢化に伴い、脳卒中、   

急性心筋梗塞及び転倒等による外傷など、救急医療需要は一層増加していくことが 
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予想されることから、救急医療体制の充実が急務となっている。 
更に、分娩を取り扱う病院・診療所の数には地域差があることや小児科を標榜する

施設が減少していること等を踏まえ、子どもを安心して産み、育てられる環境づくり

を整備するため、周産期医療や小児医療の体制を充実していくことも重要である。 
   このような状況を踏まえ、高齢者をはじめ全ての県民が、今までと同様、あるいは

それ以上に質が高く効率的な医療を受けられるよう、医療提供体制の充実及び機能 

強化を図る必要がある。 
【千葉県が目指すべき医療提供体制】表⑥ 
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○ 病床機能報告制度は、以下の特徴を有しており、必要病床数との比較にあたって

は、以下の点につき、留意する必要がある。 
 

・ 令和３年度病床機能報告の病床機能の選択は医療機関の自主的な判断に基づい
た報告であること。 

・ 病棟単位の報告となっており、複数の医療機能を担う病棟においても、主に担
っている機能を１つ選択して報告するものであること。 

・ 病床機能報告は、医療機関が自ら病床機能を選択して報告した結果であるのに
対し、地域医療構想で定める必要病床数の推計に当たっては、法令に基づき、診
療報酬点数等をもとに区分されており、病床機能自体の捉え方が異なるものであ
ること。  

・ 病床機能報告は、回収率が 100％でないこと。 

・ 病床機能報告では、医療機能を選択する際の判断基準が定性的で、かつ医療機
関の自主的判断であることから、医療機能の現状が適切に把握されているとは言
い難い状況であること。 

・ 定量的基準に基づく病床数は、医療機能の現状を適切に把握するため、地域の
実情に応じた独自の基準により算出し、病床機能の見える化を図った数値である
こと。 

 

【千葉県の救急出動件数】表⑦（単位：件） 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 

297,696 305,160 310,602 317,578 331,042 342,184 305,253 319,622 

※ 消防庁「救急・救助の現況」より作成   

 

【千葉県内の分娩関連施設数】表⑧（単位：施設） 

  千葉 
東葛
南部 

東葛
北部 

印旛 
香取
海匝 

山武
長生
夷隅 

安房 君津 市原 合計 

分娩取扱い(*1) 15 24 17 10 3 5 2 6 6 88 

 病院 6 10 9 4 2 2 1 3 2 39 

 診療所 9 14 8 6 1 3 1 3 4 49 

総合周産期母子医療 
センター(*2) 

1 1     1    3 

地域周産期母子医療 
センター(*2) 

2 2  1 2 1   1  9 

母体搬送ネットワーク 
連携病院(*2) 

  2 1 1     1 5 

*1 厚生労働省「医療施設調査」（令和 2 年 10 月 1 日現在）*2 令和 4 年 4 月 1 日現在 

 

【千葉県内の小児科標榜医療機関数】表⑨（単位：施設） 

  平成 17 年 平成 20 年 平成 23 年 平成 26 年 平成 29 年 令和 2 年 

一般病院 117 113 109 109 106 105 

一般診療所 1,039 896 895 907 836 774 

計 1,156 1,009 1,004 1,016 942 879 

※ 厚生労働省「医療施設調査」（令和 2 年 10 月 1 日現在） 
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【千葉県内の救命救急センター及び救急基幹センター】（令和 4年 4月 1日現在）表⑩ 

医療圏 医療圏人口 

（人） 

救命救急センター 救急基幹センター 

千葉 976,925 
千葉県救急医療センター 千葉メディカルセンター 

千葉大学医学部附属病院 

東葛南部 1,797,978 

船橋市立医療センター 東京ベイ・浦安市川医療センター 

順天堂浦安病院 

東京女子医科大学附属八千代医療センター  

東葛北部 1,414,539 
松戸市立総合医療センター  

東京慈恵会医科大学附属柏病院  

印旛 714,962 
日本医科大学千葉北総病院  

成田赤十字病院  

香取海匝 255,033 旭中央病院 千葉県佐原病院 

山武長生夷隅 402,504 東千葉メディカルセンター 公立長生病院 

安房 116,786 亀田総合病院  

君津 322,359 君津中央病院  

市原 266,493 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県循環器病センター 

※ 千葉県救急医療センターは、高度救命救急センター 

※ 医療圏人口は、千葉県毎月常住人口調査(令和 4年 4月 1 日現在) 

 

 

ウ 医療人材の不足 

本県の医療施設従事医師数は、令和２年末現在１２，９３５人と全国で９番目に多

いが、医師偏在指標は、全国の２３９．８を下回る１９７．３であり、全国で多い順

に３８番目の状況にある。このため、医師少数県に設定され、令和５年度末までに医

師数を１３，１４６人確保（対令和２年比２１１人増）することを目指している。 
就業看護職員数は、令和２年末現在６１，１２２人であり、職種別の人口１０万対

では、保健師３３．８（全国４４．１）、助産師２５．２（同３０．１）、看護師７７

０．０（同１０１５．４）、准看護師１４３．６（同２２５．６）となっている。 
令和元年度、厚生労働省が行った看護職員需給推計によると、月超過勤務 10 時間

以内、年次有給休暇取得 10 日以上とした場合、令和７年の本県における看護職員は  

８，８５６人が不足すると推計されたため、引き続き看護職員の確保に向けて対策を

進めていく。 
薬剤師数は、令和２年末現在１４，８２３人であり、人口１０万対では２３５．９

と全国で多い順に１９番目であるが、業態別では、薬局の薬剤師数１４９．５（全国

１４９．８）である一方、病院薬剤師数４０．５（同４４．４）と全国平均を下回っ

ており、業態の偏在が生じている状況にある。 
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【 千葉県の医療施設従事医師数の推移 】表⑪ 

 

※厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 

【 医師偏在指標 】表⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省提供資料による 

【千葉県の就業看護職員数の推移 】表⑬ 

 
※厚生労働省「衛生行政報告例」 
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39,227 41,163 
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エ 診療科間で差のある医師不足への対応 

小児医療については、小児科における医師偏在指標が全国値を下回り、医療圏間で

も差がみられる状況である。また、小児救急患者について、多くの軽症患者が救急病

院に集中することによる小児科医師の疲弊が指摘されている。 
周産期医療についても、産科における医師偏在指標は全国値を下回っており、分娩

を取り扱う病院・診療所の数も地域差があり、特に分娩リスクの高い妊娠や新生児  

医療等に対応する周産期母子医療センター等のない医療圏があるという状況である。 
また、結核医療について、結核の感染者数は減少しているものの、年間１８０人  

程度は新たに入院を要する患者が発生しており、結核専門医の高齢化、技術の継承が

課題となっている。 
このような状況を踏まえ、誰もがどこでも安心して医療が受けられるように、   

診療科によって異なる課題に応じた対策を進める必要がある。 
 

【千葉県の小児科医師数及び医師偏在指標】 表⑭            （単位：人） 

 平成 20 平成 22 平成 24 平成 26 平成 28 平成 30 指標 令和 2 

全国 15,236 15,870 16,340 16,758 16,937 17,321  17,997 

小児人口 10 万対 88.7 94.4 98.7 103.2 107.3 112.4 106.2 119.7 

千葉県 582 593 622 637 654 670  703 

小児人口 10 万対 71.0 74.2 78.6 81.9 85.8 89.6 84.5 95.4 

医
療
圏
□
実
人
数
□ 

千葉 133 153 158 158 168 167 110.9 183 

東葛南部 159 153 154 163 172 165 70.1 179 

東葛北部 117 112 122 134 142 127 72.4 141 

印旛 63 66 75 73 88 85 93.0 98 

香取海匝 28 26 29 26 25 29 116.8 26 

山武長生夷隅 20 21 19 19 21 19 63.9 21 

安房 18 19 23 18 15 17 130.1 14 

君津 19 18 20 20 20 22 53.3 18 

市原 25 25 22 26 19 23 90.3 23 

※ 厚生労働省｢医師・歯科医師・薬剤師統計｣（隔年 12 月 31 日現在）及び厚生労働省提供資料をもとに作成。 

 

 

【千葉県内の産科・産婦人科医師数及び産科における医師偏在指標】表⑮（単位：人） 

 平成 20 平成 22 平成 24 平成 26 平成 28 平成 30 指標 令和 2 

全国 10,389 10,652 10,868 11,085 11,349 11,332  11,678 

15-49 歳女子人口 10 万対 37.9 39.4 40.7 42.2 43.6 44.6 12.8 46.7 

千葉県 405 415 437 424 459 453  450 

15-49 歳女子人口 10 万対 30.4 31.4 33.3 32.8 35.4 35.6 11.0 35.5 

※ 厚生労働省｢医師・歯科医師・薬剤師統計｣（隔年 12 月 31 日現在）及び厚生労働省提供資料をもとに作成。 
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【千葉県内の分娩関連施設数（再掲）】表⑯（単位：施設） 

  千葉 
東葛
南部 

東葛
北部 

印旛 
香取
海匝 

山武
長生
夷隅 

安房 君津 市原 合計 

分娩取扱い(*1) 15 24 17 10 3 5 2 6 6 88 

 病院 6 10 9 4 2 2 1 3 2 39 

 診療所 9 14 8 6 1 3 1 3 4 49 

総合周産期母子医療 
センター(*2) 

1 1     1    3 

地域周産期母子医療 
センター(*2) 

2 2  1 2 1   1  9 

母体搬送ネットワーク 
連携病院(*2) 

  2 1 1     1 5 

*1 厚生労働省「医療施設調査」（令和 2 年 10 月 1 日現在）*2 令和 4 年 4 月 1 日現在 

 

オ 勤務医の働き方改革の推進 

勤務医に対する時間外労働時間の上限規制が令和６年度から適用される。診療に従

事する勤務医に対する一般的な上限規制（Ａ水準：年 960 時間）のほか、地域医療確

保のための暫定特例水準（Ｂ、連携Ｂ水準：年 1,860 時間）や集中的に技能を向上す

るための水準（Ｃ－１、Ｃ－２水準：年 1,860 時間）が設定されているが、県内医療

機関における必要な医師の確保・定着を促進する観点からは、できるだけ多くの医療

機関において時間外労働時間をＡ水準の範囲内に収めることが重要である。 

一方で、全国的に、救急医療をはじめとする医療提供体制に影響が生じることを危

惧する声が聞かれており、地域で必要な医療提供体制の確保の視点も必要である。 

【医師の時間外労働規制の概要】図表⑰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ 参考資料」（R2.12.22） 
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カ 介護施設等の整備促進 

令和４年から、団塊の世代の方々も順次７５歳以上となっており、７５歳以上の高

齢者は、慢性疾患による受療が多い、疾病の罹患率が高い、複数の疾病にかかりやす

い、要介護状態になるリスクが高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有している。 
要介護状態となった場合においても、可能な限り、住み慣れた地域において安心  

して自分らしい日常生活を営むことができるよう必要な医療・介護サービス等が提供

される体制を構築することが必要となっている。 
要介護者、単身や高齢者のみ世帯、認知症高齢者の増加等を踏まえ、介護と看護の

両方を提供し、定期巡回と随時訪問を行うことで高齢者の在宅生活を支える「定期  

巡回・随時対応型訪問介護看護」や通いを中心に訪問、泊まりなど柔軟なサービスを

提供する「小規模多機能型居宅介護」「看護小規模多機能型居宅介護」等の地域密着型

サービスの更なる普及促進を図ることが必要である。 
また、本県は、６５歳以上の高齢者人口に対する特別養護老人ホームや介護老人  

保健施設等の介護施設定員数が全国に比べて大幅に少ない状況にあり、特別養護老人

ホームの入所待機者数も令和４年度で約１．２万人と多い状況となっており、より一

層整備を進め地域での生活が可能となるように取り組む必要がある。 
 
【地域密着型介護サービス提供事業所の状況】 表⑱        （単位：箇所） 

サービス種類別 

令和 2 年 

（2020 年度） 

4 月 1 日現在 

令和３年 

（2021 年度） 

4 月 1 日現在 

令和 4 年 

（2022 年度） 

4 月 1 日現在 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 53 57 57 

夜間対応型訪問介護 13 13 12 

認知症対応型通所介護 113 106 100 

小規模多機能型居宅介護 145 150 152 

看護小規模多機能型居宅介護 

（複合型サービス） 
26 30 35 

地域密着型通所介護 1,032 1,026 1,037 

認知症対応型共同生活介護 483 488 490 

地域密着型特定施設入居者 

生活介護（介護専用型） 
13 13 13 

地域密着型介護老人福祉施設 

入居者生活介護 
70 73 75 

サービス事業者数   合 計 1,948 1,956 1,971 
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【千葉県の特別養護老人ホームの整備状況（入所定員数）】表⑲     （単位：人） 
 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

広 域 型 
719 585 1,545 

25,923 26,508 28,053 

地 域 密 着 型 
0 62 53 

1,875 1,937 1,990 

計 
719 647 1,598 

27,798 28,445 30,043 

高齢者人口 1 0 万人 

当 た り の 定 員 数 

(各年度 10 月 1 日時点) 

1,611 人 

（全国順位 41 位） 

1,627 人 

（全国順位 40 位） 

1,614 人 

（全国順位 41 位） 

※ 千葉県調べによる。欄の上段は当該年度の開所分定員数、下段は累計である。 

  
【千葉県の特別養護老人ホームの県内入所待機者数の推移】表⑳（単位：人） 

 要介護 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

全 体 

1～2 628 610 596 

3 以上 12,005 11,770 11,148 

計 12,633 12,380 11,744 

う ち 

在 宅 の 方 

1～2 397 377 371 

3 以上 5,655 5,434 5,267 

計 6,052 5,811 5,638 

う ち 

在 宅 で な い 方 

1～2 231 233 225 

3 以上 6,350 6,336 5,881 

計 6,581 6,569 6,106 

※ 千葉県調べによる。調査期日は各年度とも 7 月 1 日。 

平成 27 年度から特養入所対象者を原則要介護 3 以上に限定 

キ 介護人材の不足  

本県の介護職員数は、厚生労働省の「第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の

必要数」（需給推計）によると、団塊の世代が７５歳以上になる令和７年度には   

７，１１３人が不足し、高齢者人口が概ねピークを迎える令和２２年度には３１，５

２８人が不足すると見込まれている。 

一方で、生産年齢人口の減少により、労働力の確保が今後一層困難になることが予

測されることから、将来にわたって必要とされる介護サービスを安定的に提供するた

めには、介護分野への新規就業促進に加えて、令和３年度には改善がみられるものの、

依然として他産業より離職率が高い傾向にある介護職員の定着促進を図るなど、介護

人材の確保・定着に向けた更なる取組が必要である。 

 

 

【千葉県の介護職員数】表㉑                   （単位：人） 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

79,167 85,135 86,890 87,657 89,466 

※ 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 
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【千葉県の介護人材の需給推計】表㉒ 

 
 

※ 厚生労働省「第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数」より作成 

 
【千葉県の介護職員の離職率】表㉓                    （単位：％） 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

介護サービス 15.4 16.9 18.8 19.9 14.3 

産業計 16.1 13.1 15.8 16.8 14.3 

※ 介護サービス：介護労働安定センター「介護労働実態調査」 
２職種計（介護職員・訪問介護員）の離職率 

※ 産業計：厚生労働省「雇用動向調査」  

 


